
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）
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（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】 ---

・農振地を地域計画の対象とし、地域住民が協力して農地を維持する。(中山間・多面的交付金の対象地を含む)

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

・高齢化し、人口は減少しているため後継者が不足している。
・山奥から耕作放棄地が年々増えており、平地のみ耕作して農地を維持している。
・山岳の美しい景観を維持するために保全をおこなっているが高齢化とともに作業ができなくなっている。
・農地を貸与したいや売却したい等の希望はあるが、斜面が多く、また水害や雪などの気候も伴って進んでいな
い。
・営農は小規模で利益が少なく、補助金だけでは機械の修理や更新が不可能で営農の継続ができないと判断さ
れている。
・川の水を農業用水としているが、水路等の整備後約40年が経過しており老朽化が目立ってきている。
・給水口破損個所では応急的にポンプを使用したりとその場しのぎで対応している。
・営農を続けるには行政などからの資金援助や作業委託などの支援が必要と考えている。

・地域住民は、「農地管理をすることは地域の素晴らしい景観を守ること」であると理解し、水稲、小豆などの栽培
などに協力し農地を維持する。
・耕作者は耕作面積を広げる努力をし、各農家へ草刈り・水管理など共同作業者として参画する。
・外部からの「支援の受入や外部への委託する仕組み」があり、良好な相互依存関係を維持できる。
・農業関連やそれ以外の交付金・補助金を熟知し、最大限利用する。
・老朽化や被災したインフラ（農道や水路など）に対して、応急処置や恒久措置を企画・実施する。
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地域名
（地域内農業集落名）

金山・雲原

金山（上野条、天座一区、天座二区、坂浦、下野条、行積、長尾）
雲原（先山、南島、寺谷、市場、久保小杉野、仏谷、山谷、西石）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和　6年　11月　11日

（第　1回）

参考様式第５－１号

農 振 第  ８ ３ ８ 号

令和６年１２月１６日

福知山市長　大橋　一夫

市町村名
(市町村コード)

福知山市

(26201)



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等 ⑧農業用施設 ⑨その他

【選択した上記の取組方針】

・水路や農道の状況を把握し、メンテナンス計画を作成する。
・メンテナンス計画に従って、順次実施する。
・農業機械の修理や更新計画を作成し、地域で取組める計画から実行する。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

・令和6年度に作成した「地域計画」を維持・推進する組織をつくる。
・新規就農者を受入れる体制を農区だけでなく自治会組織やまちづくり推進課の協力を得て整備する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

・ＪＡによる防除を継続する。
・ＪＡや普及センターによる営農指導をうける。
・農機具に対する支援をうける。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④輸出 ⑤果樹等

（３）基盤整備事業への取組方針

（１）農用地の集積、集約化の方針

・目標地図等を参考にしながら、耕作しやすい土地で集積や集団化計画を立案し、実行する。

（２）農地中間管理機構の活用方針

・農業関連役員は、中間管理機構や特定農作業受委託契約など可能な賃借契約の特徴を理解し、必要時に地
域住民への説明を行い、また事務手続きを支援する。






